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滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正について 

 

■主な修正案の内容 

 

１ 原子力災害対策指針の改正を踏まえた修正 

  令和７年１０月３日原子力災害対策指針の改正により、屋内退避の運用について明記されたことを踏

まえ、以下のことについて修正および追記 

 

（１）屋内退避中の住民等の一時的な外出および屋内退避の継続判断について 

（該当箇所） 

頁 現行 修正後 

60 第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

 

（略） 

 

３  県は、全面緊急事態に至ったことにより、

内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発

出した場合、国の要請または独自の判断に

より、関係周辺市に対し、屋内退避の実施

やＯＩＬに基づく防護措置の準備を行うよう

要請するとともに、ＵＰＺ外の市町に対し、

関係周辺市が行う防護措置の準備への協

力の要請ならびに必要に応じて、屋内退避

を行う可能性がある旨の注意喚起を行う。 

また、県は、事態の規模、時間的な推移

に応じて、国から避難等の予防的防護措

置を講じるよう指示された場合、または、

緊急時モニタリング結果や、原子力災害

対策指針を踏まえた国の指導・助言、指

示および放射性物質による汚染状況調査

に基づき、原子力災害対策指針に基づい

たＯＩＬの値を超え、もしくは超えるおそれ

があると認められる場合は、市町に対し、

住民等に対する屋内退避または避難のた

めの立退きの指示の連絡、確認等必要な

緊急事態応急対策を実施するとともに、

住民避難の支援が必要な場合には市町と

連携し国に要請する。 
 

第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

 

（略） 

 

３  県は、全面緊急事態に至ったことにより、

内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発

出した場合、国の要請または独自の判断に

より、関係周辺市に対し、屋内退避の実施

やＯＩＬに基づく防護措置の準備を行うよう

要請する。屋内退避中は、被ばくを低減す

るために屋内にとどまることが原則である

が、生活の維持に最低限必要な住民等の

一時的な外出や、住民等の生活を支える民

間事業者等の活動は、屋内退避中にも実

施できるものとされている。 

    なお、屋内退避の継続の判断は、屋内退

避実施後３日目を目安として国が行い、そ

れ以降は日々行うものとされている。 
 

資料１－１ 



2 
 

（２）屋内退避の解除の要件について 

（該当箇所） 

頁 現行 修正後 

 

 

 

 

 

61 

第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

 

（略） 
 

（新規） 
 

第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

 

（略） 
 

６ 国は、原子力施設の状態が安定して一定

の要件を満たし、新たなプルームが到来す

る可能性がないことおよび既に放出された

プルームが滞留していないことが確認でき

れば、屋内退避の解除を行うこととされて

いる。 
 

 

（参考）屋内退避の運用について（原子力規制庁資料から抜粋） 
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２ 原子力規制委員会告示の一部改正を踏まえた修正 

  高速増殖原型炉もんじゅが、廃止措置の進捗により、原子力緊急事態に至るリスクが小さくなったこ

とから、原子力規制委員会が指定する「照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却された施設」に

加えられたことが、令和７年５月 19 日告示された。 

   これにより、原子力災害対策指針において、もんじゅの PAZ の設定は不要、UPZ はおおむね半径５

km で設定されることとなったため、長浜市および高島市がもんじゅの UPZ に含まれなくなったことか

ら、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲にかかる事業所名からもんじゅを削除。 

   今後も引き続き、原子力事業者と締結した安全協定等を活用し、もんじゅの安全確保等に関する情報

を常に把握するよう努める。 

 

（該当箇所） 

頁 現行 修正後 
８   

 

84 （別添１） 

表２ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地

域の範囲について 

（美浜発電所３号炉、高速増殖原型炉もんじ

ゅ） 

（別添１） 

表２ 原子力災害対策を重点的に実施すべき

地域の範囲について 

（美浜発電所３号炉） 
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３ 活動調整会議の設置 

  令和６年能登半島地震において、実動機関（警察・消防・自衛隊等）を統括・調整する機能が不

十分であったことや、実動機関が保有する情報の共有に苦慮したことが課題とされたことなどか

ら、広域的支援部隊の総合的な連携・調整を図るため、防災基本計画に規定される「活動調整会

議」を本県でも設置することとなったことを受け追記。 

 

（該当箇所） 

頁 現行 修正後 

第８節 救助・救急対策計画 

68 （略） 

 

（新規） 

（略） 

 

第４ 活動調整会議の設置 

県は、緊急消防援助隊の応援を要請し、か

つ消防応援活動調整本部を設置した場合、消

防の応援等の総合調整を行うことからも、広

域的支援部隊（緊急消防援助隊、警察災害派

遣隊及び自衛隊災害派遣部隊など）の派遣を

要請した場合、被災地での迅速かつ的確な活

動に資するため、各機関の総合的な連携・調

整を図ることを目的に災害対策本部に活動調

整会議を設置し、関係機関との連絡調整を図

るものとする。 

また、救助機関が相互に連携した救助・救

急活動が実施できるよう、情報連絡を密に行

うとともに、活動調整会議において、活動区

域や役割分担等の調整を図るものとする。な

お、活動調整会議については、必要に応じて

市町災害対策本部に設置される市町の活動

調整会議や災害現場における現地合同調整

所から情報を得て、活動調整を行うものとす

る。 
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４ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の記載の統一 

 

資料１－３別添 1 に示した表１から表４に記載の地域（大字）は、原子力災害対策指針に定めら

れている原子力施設から半径 30km 内の地域、または県の放射性物質拡散シミュレーションにおい

て放射線量が高い地域を一部でも含む大字だが、その中にあっても、原子力施設からおおむね半径

30km 外の場所またはシミュレーション上で放射線量が高くない場所に存在する地域コミュニティ

（区・自治会）については、当該地域コミュニティ（区・自治会）の住民を避難の対象としていな

い。 

以上のことから、上述に該当する大字については、大字の全ての地域がＵＰＺであるとの誤解

を生じさせないよう大字名の後ろに「の一部」を追記し、備考欄に「コミュニティ（区・自治会）

なし」、または対象とするコミュニティ名等を記載する。 

 

（該当箇所） 
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大字の一部がＵＰＺである地域のイメージ 

 

表記：○○（町）△△  
（UPZ 内に地域コミュニティなし） 

注：地域コミュニティとは、高島市にて「自治会」、「区」等

の名称を持つ行政区の意。 

・原子力施設からおおむね半径 30Km の地域 

・シミュレーション上で放射線量が高い地域 ＵＰＺ 

避難等の対象外の

地域コミュニティ

（区・自治会）  


